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二 都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保等

（前略）また、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画については、平成30年度以降、計画作成・見直しのサイク
ルが一致することとなるが、これらの計画の整合性を確保するためには、当該年度を見据えつつ、それぞれの計画において、医療及び介護の連携を

強化するための以下の取組を推進していくことが重要である。

１ 計画の一体的な作成体制の整備

医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、

都道府県や市町村における計画作成において、関係者による協議の場を設置し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重要

である。

２ 計画の作成区域の整合性の確保

医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療計画で定める二次医療圏（一体の区域として入院に係る医療を提供する体制の確保を

図る地理的な単位として区分する区域をいう。以下同じ。）と、都道府県介護保険事業支援計画で定める老人福祉圏域（介護給付等対象サービス

（介護保険法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。以下同じ。）を、可
能な限り一致させるよう、平成30年度からの計画期間に向けて、努める必要がある。 （後略）

３ 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保

医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用いる人口推計等の基礎データや、退院後に介護施設等を利用する者、退院後又は

介護施設等の退所後に在宅医療・介護を利用する者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特に、病床の機能分化・連携に伴い生

じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性の確保が重要である。市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整備目

標と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標とを整合的なものとし、医療・介護の提供体制を整備していく必要がある。

第２ 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本となるべき事項並びに地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、

都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保に関する事項

地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針 抜粋

平 成 2 6 年 ９ 月 1 2 日 告 示
平成2 8年1 2月2 6日一部改正
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医療計画の見直し等の意見のとりまとめ 抜粋
平成28年12月26日

医療計画の見直し等に関する検討会

７ 医療計画の作成手順等について
（４）協議の場

医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これら
の計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村関係者による協議の場を設置することと
する。

３ 在宅医療
② 具体的な内容
（実効的な整備目標の設定）

○ 医療サービスと介護サービスが、地域の実情に応じて補完的に提供されるよう、都道府県や市町村
関係者による協議の場を設置し、介護保険事業計画等における整備目標と整合的な目標を検討する。

○ 協議が実効的なものとなるよう、協議の進め方や、例えばサービス付き高齢者向け住宅等の整備等
に関する計画や療養病床の動向など、在宅医療の提供体制を考える上で地域において留意すべき事
項について、今後、国において整理し、都道府県に示していく。

Ⅰ 医療計画全体に関する事項

Ⅱ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれの医療連携体制等に関する事項
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なお、協議が円滑に進行するよう、自治体関係者間において事前に整理・調整すべき事項を別途
設定し、提示する。

医療・介護の体制整備に係る協議の場について
（医療計画の作成について）

○ 医療計画の作成にあたっては、都道府県医療審議会、市町村、保険者協議会の意見を聴くこととさ
れている。

また、医療審議会の下に、５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれについて、地域医師会等の有識
者、都道府県、市町村等で構成する作業部会を設け、目標等についての協議を行うこととしている。

（介護保険事業（支援）計画の作成について）

○ 介護保険事業（支援）計画の策定にあたっては、保健医療関係者、福祉関係者等からなる介護保険
事業（支援）計画作成委員会等を設け、記載事項についての協議を行うこととしている。

【医療・介護の体制整備に係る協議の場について】

○ 協議の場については、上記の審議会等で議論する前段階として、自治体が地域医師会等の有識者を
交えて、計画を策定する上で必要な整合性に関する協議を行う場とする。

※それぞれの計画の最終的な議論は、医療審議会や作業部会、介護保険事業（支援）計画作成委員会
等において、それぞれ行う。

○ 協議の場は、二次医療圏単位で設置することを原則とする。ただし、二次医療圏と老人福祉圏域が一
致していない場合等、二次医療圏単位での開催が適当でない場合には、都道府県が適当と認める区域
も可能とする。

また、地域医療構想調整会議の枠組を活用し、同会議の下に関係者によるワーキンググループ形式
で設置する等、柔軟な運用を可能とする。
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○ 医療計画と介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが、協
議の場を設置する目的である。

特に、医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と、介護保険事業（支援）計画に掲げる介護の見込み量
を整合的なものとすることが求められる。

○ 目的に鑑みて、以下の事項について、事前に調整することが必要ではないか。

調整事項
（１）医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要について

整合的な整備目標・見込み量の前提となる将来の医療需要について、訪問診療での対応を
目指す部分と、介護サービス（施設サービス、居宅サービス）での対応を目指す部分との調整
を行う。

（２）具体的な整備目標・見込み量の在り方について

将来の医療需要に対応するサービスごとの整備目標・見込み量について、地域の実情を踏
まえ、市町村と都道府県で役割分担の調整を行う。

訪問看護ステーションの地域偏在等により、市町村を越えた広域的な調整が必要な場合は、
都道府県が積極的に支援する。

（３）目標の達成状況の評価について

次期計画（第７次医療計画の中間見直しと、第８期介護保険事業（支援）計画）の策定に向
け、両計画の目標・見込み量の達成状況を適宜共有する。

自治体関係者間において事前に整理・調整すべき事項
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調整を行う区域の単位について

○ 介護保険事業計画に掲げる介護の見込み量と、医療計画に掲げる在宅医療の整備目標を整合
的なものとするためには、調整を行う区域について、以下のとおり設定してはどうか。

調整を行う区域
・二次医療圏単位（老人福祉圏域単位）を原則とする。

・ただし、二次医療圏と老人福祉圏域が一致していない場合等、調整すべき事項の趣旨に照らし二
次医療圏単位での開催が適当でない場合には、都道府県が適当と認める区域も可能とする。
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市町村介護保険事業計画 国 都道府県医療計画

28年12月

29年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

30年1月

2月

3月

第７次医療計画・第７期介護保険事業計画 策定スケジュールのイメージ

第7期介護保険事業計画スタート

・介護保険事業計画を議会に報告
・介護保険条例の改正

基本指針案の提示

計画策定のための準備作業
・基礎データの収集
・実態調査、ニーズ調査
・これまでの施策の整理
・課題の検討 等

策定指針の通知

パブリックコメント

医療審議会へ諮問

第7期計画策定に関する基本的考
え方、在宅介護実態調査の分析手

法の提示

・二次医療圏の設定

・基準病床の設定

・5疾病・5事業及び在宅医療の
課題、目標、施策の検討 等

第7次医療計画スタート

協議の場

・対応すべき需要について

・整備目標・見込み量の在り方
について

（達成状況の評価について）

総合確保方針の告示
計画策定のための準備作業

・基礎データの収集
・実態調査、ニーズ調査
・これまでの施策の整理
・課題の検討 等

パブリックコメント

・サービス見込み量の設定

・保険料の仮設定 等
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圏域連携会議

（医療計画作成指針（平成24年３月30日付局長通知））

・必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等
について協議する場

都道府県医療審議会（医療法第71条の２）

・都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する
体制の確保に関する重要事項を調査審議

＜都道府県全体＞

協議の場のイメージ

医療計画作成の手順

(1)   医療計画（案）を作成するための体制の整備

(2)   医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本骨
子についての検討

(3)   現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証

(4)   地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来
予測の検討

(5)   患者・住民の医療ニーズ等の把握

(6)   5 疾病・5 事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築
に当たっての課題や数値目標、施策についての検討

(7)   5 疾病・5 事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築

(8)   医療圏及び基準病床数の検討

(9) 以上の検討を踏まえた医療計画（試案）の作成

(10)   診療又は調剤に関する学識経験者の団体 （医師会、歯科医師会及
び薬剤師会）から医療計画（試案）についての意見の聴取（必要に応
じ試案の手直し）

(11)   医療計画（案）の決定

(12） 医療計画（案）についての市町村の意見聴取（必要に応じ医療計画
（案）の手直し）

(13） 医療計画（案）について都道府県医療審議会への諮問、答申

(14） 医療計画の決定

(15） 医療計画の厚生労働大臣への提出及び公示

（医療計画作成指針（平成24年３月30日付局長通知））

＜地域ごと＞

＜５疾病・５事業及び在宅＞

報告

報告

協
議
の
場

（
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
整
合
性

の
確
保
の
た
め
の
協
議
）

作業部会

（医療計画作成指針（平成24年３月30日付
局長通知））

・５疾病・５事業及び在宅医療について、それぞれの
医療体制を構築するため、医療審議会もしくは医
療対策協議会の下で、５疾病・５事業及び在宅医
療のそれぞれについて協議
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